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新規指定介護保険事業者を対象とした研修会を下表のとおり開催します。

現在、滞りなく介護保険請求をされている事業所においても、担当者が代わられた場合などには、この機

会にご参加ください。

本会からは介護給付費等の請求をするうえでの基本的事項についての説明、県介護支援課等からは新規指

定事業者向けの説明を行います。サービス種類別の詳細な説明は行いませんのでご承知おきください。

なお、Web 会議システムでの説明会に参加を希望される事業者は資料等を事前に送付する関係上、1 週間

前までに事業所番号、事業所名参加者名をＦＡＸ（026-238-1581）にてご報告ください。

本会より郵送または伝送済みの文書の再発行が必要な場合の依頼方法については、紙帳票での再発行希望の

場合、返信用封筒に郵送料の実費（切手）の貼付が必要です。本会ホームページの再発行依頼に係る「注意事

項」をご参照いただき不足の無いようお願いします。

また、電子請求用 ID・パスワードの再発行については、本会から簡易書留で郵送しますので郵送料の不足

がないようご留意ください。

なお、郵送料の不足の場合は受取人負担となりますが、簡易書留の場合は不足分があると郵送自体できかね

ますので、再度、本会へ返信用封筒の送付が必要となります。あらかじめご了承ください。

標記について、事業所が通知文書（介護給付費等支払決定額通知書等）を取得できる期間は文書の状況によ

り異なります。取得可能な期間を過ぎた通知文書は、パソコンへの取込不可となりますので、取得可能期間内

に保存等の対応をお願いします。文書の状況による電子請求受付システムでの取得期間は以下のとおりです。

◆通知文書◆（「介護給付費等支払決定額通知書」「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」等）

通知文書の状況 通知文書の取得可能期間

［完了］ 事業所がすべての通知文書を取得して、［完了］となった日から 90 日以内

上記以外（未取得など） 制限なし

◆連絡文書◆（「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」等）

連絡文書の状況 連絡文書の取得可能期間

［既読］ ［既読］状態となった日から 90 日以内、又は登録日から 1 年 6 か月まで

［未読］ 登録日から 1 年 6 か月まで

※文書の状況は、電子請求受付システムから直接取得、または各事業所でお使いの請求ソフト等で取得すると

［完了］や［既読］に変わります。

開催日 開催方法または開催方法 時間

令和 6 年 2 月 28 日（水） Web 会議システム（Webex）による 午後１時 30 分～4 時 30 分

令和 6 年 3 月 25 日（月） 長野県自治会館 1F 会議室 午後１時 00 分～4 時 00 分

1 新規指定介護保険事業者研修会について

2 通知文書の再発行について

３ 電子請求受付システムでの通知文書の取得期間について
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標記については下記の通り実施要項が定められております。対象のサービス種類と交付率をご確認のうえ、

必要な事業所は都道府県へ申請を行ってください。

なお、本事業については実施主体が都道府県のため、詳細については長野県へお問い合わせください。

令和 6 年 2 月審査分の支払日は 3 月 29 日（金）、令和 6 年 3 月審査分の締め切りは 3 月 10 日（日）です。

なお、9 日（土）及び 10 日（日）は長野県自治会館 1 階で 8：30～16：30 まで受付を行います

2 月審査分の返戻通知等の送信日は 3 月 1 日（金）夕方、発送日は 3 月 4 日（月）を予定しております。

4 令和 5 年度介護職員処遇改善支援補助金について


